
平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度    第第第第１１１１回回回回    京丹波町教育委員会京丹波町教育委員会京丹波町教育委員会京丹波町教育委員会定例会定例会定例会定例会    議事録議事録議事録議事録    

 

 

Ⅰ 開催日時   平成２７年４月３日（金） 午後１時から 

 

Ⅱ 開催場所   京丹波町和知支所 小会議室 

 

Ⅲ 出席委員   大西弘二委員長  櫻井博規委員長職務代理者  藤本英子委員 

藤田道子委員  竹吉美公委員  朝子照夫委員（教育長） 

 

Ⅳ 出席説明者  中尾裕之教育次長（兼て学校教育課長） 大西義弘社会教育課長 

         上西貴幸学校教育課学校教育係長 

 

Ⅴ 傍聴者    なし 

 

【会議内容】 

 

１ 開 会（司会：教育次長） 

 

２ 教育委員長挨拶 

 

３ 前回定例会等議事録の承認について 

【委員長】 平成２６年度第１２回定例会議事録の承認について諮る。 

【全委員】 特に意見等なし。 

【委員長】 承認する旨を告げる。 

 

４ 教育長近況報告 

 【委員長】 教育長に近況報告を求める。 

【教育長】 教育委員会関連行事等の近況報告を行う。 

 

 〈近況報告内容〉 

（１）平成２６年度京丹波町地域包括医療発表会について 

（２）平成２６年度第２回京丹波町公民館連絡会について 

（３）平成２６年京丹波町スポーツ賞・文化賞表彰式について 

（４）平成２７年度小学校・中学校の教職員配当数について 

（５）今後の主な行事予定等について 

（６）最近の新聞記事による教育行政等に係る状況について 



 

５ 報告事項 

（１）平成２６年度京丹波町学校計画兼学校評価について 

【委員長】 事務局に説明を求める。 

【教育次長】平成２６年度京丹波町学校計画兼学校評価について、資料に基づき説明し

た。 

【委員長】 何か質問はないか。 

【委 員】 特に意見なし。 

 

（２）平成２７年第１回京丹波町議会定例会について 

【委員長】 事務局に説明を求める。 

【教育次長】平成２７年第１回京丹波町議会定例会について、資料に基づき説明した。 

【委員長】 何か質問はないか。 

【全委員】 特に意見なし。 

 

（３）平成２７年度幼・小・中学校職員体制及び学級編成について 

【委員長】 事務局に説明を求める。 

【教育次長】平成２７年度幼・小・中学校職員体制及び学級編成について説明した。 

【委員長】 何か質問はないか。 

【全委員】 特に意見なし。 

 

（４）平成２７年度京丹波町教育委員会事務局体制について 

【委員長】 事務局に説明を求める。 

【教育次長】平成２７年度京丹波町教育委員会事務局体制について説明した。 

【委員長】 何か質問はないか。 

【全委員】 特に意見なし。 

 

（５）社会教育、社会体育行事等予定について 

【委員長】 事務局に説明を求める。 

【課 長】 平成２７年４月の社会教育課関係事業等について説明した。 

【委員長】 何か質問はないか。 

【全委員】 特に意見なし。 

 

６ 議 事 

（１）承認第１号 専決処分の承認を求めることについて 

【委員長】 事務局に説明を求める。 

【教育次長】京丹波町教育委員会の権限に属する事務の一部を委任する規則（平成１７



年教育委員会規則第７号）第３条第１項の規定により、京丹波町学校教育

指導主事の任命を専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告

し承認を求める。 

【委員長】 何か意見等はないか。 

【全委員】 特に意見なし。 

【委員長】 承認第１号について、原案どおり決することとする。 

 

（２）承認第２号 専決処分の承認を求めることについて 

【委員長】 事務局に説明を求める。 

【課 長】 京丹波町教育委員会の権限に属する事務の一部を委任する規則（平成１７

年教育委員会規則第７号）第３条第１項の規定により、京丹波町社会教育

指導員の任命を専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告し

承認を求める。 

【委員長】 何か意見等はないか。 

【全委員】 特に意見なし。 

【委員長】 承認第２号について、原案どおり決することとする。 

 

（３）承認第３号 専決処分の承認を求めることについて 

【委員長】 事務局に説明を求める。 

【課 長】 京丹波町教育委員会の権限に属する事務の一部を委任する規則（平成１７

年教育委員会規則第７号）第３条第１項の規定により、京丹波町社会教育

指導員兼学校教育指導主事の任命を専決処分したので、同条第２項の規定

によりこれを報告し承認を求める。 

【委員長】 何か意見等はないか。 

【全委員】 特に意見なし。 

【委員長】 承認第３号について、原案どおり決することとする。 

 

（４）承認第４号 専決処分の承認を求めることについて 

【委員長】 事務局に説明を求める。 

【課 長】 京丹波町教育委員会の権限に属する事務の一部を委任する規則（平成１７

年教育委員会規則第７号）第３条第１項の規定により、京丹波町社会教育

委員の任命を専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告し承

認を求める。 

【委員長】 何か意見等はないか。 

【委 員】 特に意見なし。 

【委員長】 承認第４号について、原案どおり決することとする。 

 



７ 協議事項 

（１）次回定例会の開催について 

【教育次長】平成２７年度第２回定例会を、５月１日の午後１時３０分から開催するこ

ととしたい。 

【全委員】 異議、意見等なし。 

【教育次長】会場は、調整後連絡します。 

 

（２）その他 

 【教育次長】京丹波町総合計画審議会委員の選出をお願いしたい。 

【委員長】 櫻井博規委員長職務代理者にお世話になれないか。 

【全委員】 異議、意見等なし。 

 

８ その他 

 【教育次長】当面の研修会開催日程について連絡した。 

 

９ 教育委員長閉会宣言 

（午後３時３０分閉会）以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

■ 委 員 長 

 

                                      

 

■ 委員長職務代理者 

 

                                      

 

■ 委 員 

 

                                      

 

■ 委 員 

 

                                      

 

■ 委 員 

 

                                      

 

■ 教 育 長 

 

                                      

 

 

 

（調製者 教育次長 中尾 裕之） 


